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134－令和６年度森林及び林業の動向 

イルス感染症をきっかけとし
て、自然豊かな地域等で余暇
を楽しみつつ仕事を行うワー
ケーションにも注目が集まっ
ている。このように、様々な
ラ イ フ ス タ イ ル や ラ イ フ ス
テージにおいて森林空間を活
用する取組によって、「働き
方改革」の実現や健康寿命の
延伸が図られるなど、社会課
題の解決につながることが期
待される。 

さらに、山村地域においては、森林空間を活用した体験プログラムや場を提供すること
によって、森林所有者の新たな収入や雇用機会の創出につながるとともに、都市から山村
地域を訪れる人の増加や旅行者の滞在期間の延⾧によって、飲食店や小売店などの地域の
関係者の収入の増加、関係人口の創出・拡大にもつながることが期待される。 

林野庁では、森林空間において、健康・観光・教育分野等での体験プログラムの提供を
行い、山村地域に収入・雇用の機会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進に取り
組んでいる(事例Ⅱ－７)。令和６(2024)年度は、森林サービス産業推進地域73と森林での
体験プログラムの活用に関心がある企業をつなぐ「山村と企業をつなぐフォーラム」を開
催するなど、企業とのマッチング機会の創出等に取り組んだ。また、森林サービス産業の
創出・推進に関心のある地方公共団体や民間事業者、研究者などの様々なセクターで組織
する「Forest Style ネットワーク」では、森林空間利用に関する様々な情報共有等を行っ
ている。 

森林サービス産業推進地域の中には国有林の「レクリエーションの森」を観光資源とし
て活用する取組もみられる。国有林野事業においても、「日

にっ
本
ぽん

美
うつく

しの森 お薦め国有林」
を選定し、外国人観光客も含めた利用者の増加を図るため、標識類等の多言語化、歩道等
の施設整備等に取り組んでいる74。 

また、農林水産省では、「農泊」の推進の一環として、森林空間を観光資源として活用
するための体験プログラムの開発、ワーケーションやインバウンド受入環境の整備、古民
家等を活用した滞在環境の整備等を支援している。 

 
73 林野庁が、公益社団法人国土緑化推進機構と連携し、「森林サービス産業」の創出・推進に取り組む地域を「森林

サービス産業推進地域」として公募し、登録している。 
74 国有林の観光資源としての活用等に向けた取組については、第Ⅳ章第２節(３)207-208ページを参照。 

資資料料ⅡⅡ－－3333  森林空間利用に対するニーズ(複数回答) 

資料：内閣府「森林と生活に関する世論調査」(令和５(2023)年)におけ
る「日常での森林との関わり方の意向」に基づいて林野庁森林利
用課作成。 
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（有効回収数：1,624人）

心身の健康づくりのため森林内の散策やウォーキング

森林の中でのランニングや自転車による走行

森林の中での音楽鑑賞及び芸術鑑賞などの文化的活動

森林の中で自然を活用した保育 ・ 幼児教育

森林に囲まれた環境にあるオフィスでの仕事やワーケーション

森林の中でのヨガや瞑想

企業や団体が行う森林の中での研修への参加

林業やガイドなど森林に関わる仕事

特にない

無回答
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事例Ⅱ－７ 森林サービス産業推進地域における企業等への 
プログラム提供 

兵庫県宍粟
し そ う

市は、市面積の約９割を占める豊かな森林を活用することで、平成27(2015)
年に兵庫県内で初めてとなる「森林セラピー基地注」の認定を受けており、公益財団法人
しそう森林王国観光協会が、宍粟市癒しの森ガイドの会と連携して、森林内をガイドが案
内する散策プログラムを提供している。 

令和４(2022)年度からは、赤西セラピーロードと周辺エリアを電動アシスト付きマウン
テンバイク(E-BIKE)で走る“セラピーバイク”のプログラムの提供も開始した。セラピーバ
イクは、健康維持、病気の予防を目的とした森林浴である森林セラピーとE-BIKEで爽快に
駆け抜けるサイクリングを同時に体験できるプログラムである。 

令和５(2023)年度には、これらのプログラムの有料ツアーに、合わせて600人以上が参
加しており、個人の利用だけでなく、企業や団体として参加しているケースもある。 

例えば、TOPPANグループ健康保険組合(東京都台東区)では、研修等の一環として、同
市における森林セラピーへの参加に対して支援しているほか、市内の３つの宿泊施設と利
用契約を結び、加入者個人で森林セラピーに参加する場合や宿泊施設を利用する際にも費
用の一部を補助することで、森林内での体験を楽しみながら心と身体の健康づくりが行え
る環境を提供している。 

 
注：森林セラピー及びセラピーロードは、特定非営利活動法人森林セラピーソサエティの登録商標。森林セラ

ピーロードとは、生理・心理実験によって癒やしの効果が実証され、森林セラピーに適した道として認定
された道。森林セラピー基地とは、森林セラピーロードが２本以上あり、健康増進やリラックスを目的と
した包括的なプログラムを提供している地域。 

森林セラピーの様子 

(写真提供：公益財団法人しそう森林王国観光協会) 

セラピーバイクの様子 
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